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虐待から子どもの命を守るための速やかな対応を求める意見書 

 

 

児童虐待については、虐待相談件数が増加の一途をたどり、昨年３月には東

京都目黒区で女児が虐待により死亡する事件が発生するなど、多くのかけがえ

のない子供の命が失われる深刻な事態が起こっている。また、家族や地域にお

ける養育力の低下、子育ての孤立化や不安・負担感の増大等により、複雑・困

難なケースも増加している。 

政府は、このような現状に鑑み、昨年７月に「児童虐待防止対策の強化に向

けた緊急総合対策」を取りまとめ、12 月には「児童虐待防止対策体制総合強化

プラン」を策定し、2022 年度までに児童相談所の児童福祉司を 2,020 人程度、

児童心理司を 790 人程度増員するとともに子ども家庭総合支援拠点を全市町村

に設置し、児童相談所や市町村の体制と専門性を強化することとした。 

しかし、本年 1 月に千葉県野田市で起きた児童虐待事件は、社会に大きな悲

しみを与えると同時に、関係機関が関わりながら児童虐待による死亡事象が発

生したことに対して児童虐待防止対策の重要性を再認識させることになり、２

月には、児童虐待防止対策のための制度改正や緊急総合対策をはじめとした児

童虐待防止対策の抜本的な強化を図るための対策を決定し、第 198 回国会にお

いて「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法

律案」が全会一致で可決された。 

今回の改正により、５年を目途に中核市及び特別区が児童相談所を設置でき

るよう支援等を講ずる。また、専門職の増員をはじめとする児童相談所の体制

強化と併せて、相談体制及び専門性の強化を図るとしているが、和歌山県内の

児童虐待相談件数も年々増加しており、児童相談所における対応件数も 2018年

度では 1,328 件と、2009 年度の 460 件と比べ約３倍になっている。また過去に

は死亡事象も起きている。 

県内３か所に児童相談所及び分室が設置されているが、橋本市を含む６市７

町を所管する施設も件数の増加による人的不足や、一時保護施設が慢性的な満



杯状態になっており、現場は待ったなしの状況である。 

よって、和歌山県におかれては、かけがえのない子どもの命を守り、健全に

育成するため、次の事項について早急に取り組むよう強く要望する。 

１．市町村が実施する児童虐待防止対策に対して十分な措置を講じること。 

２．保護すべき子供がきっちりと保護されるよう施設の充実を図ること。 

３．人口規模、地理的要件などに鑑み、和歌山市を除く紀の川筋を管轄する  

新たな児童相談所を設置すること。 

４．児童相談所 OBや警察官 OBなどの配置も含め人材育成、増強を行うこと。 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 

 

 

令和  年  月  日 

橋 本 市 議 会 

        

（提出先）和歌山県知事 
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